
種
 
類

 
数

 
量

 
金

 
額

 

 
ト
ン

 
千
円

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

当
期
合
計
（
Ａ
）

 
 

 

前
年
同
期
合
計
（
Ｂ
）

 
 

 

前
年
同
期
対
比

 

（
Ａ
／
Ｂ
）

 

％
 

％
 

 

規

則 

卸
売
市
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
三
月
十
五
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
九
号 

 
 

 

卸
売
市
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

卸
売
市
場
法
施
行
細
則
（
令
和
元
年
埼
玉
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
五
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
四
条
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
軽
微
な
変
更
の
届
出
） 

第
四
条 

法
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

は
、
当
該
変
更
の
日
の
三
十
日
後
ま
で
に
、
様
式
第
五
号
の
認
定
事
項
の
軽
微
な
変
更
に
係
る

届
出
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

様
式
第
一
号
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
５
⑵
の
表
合
計
の
項
を
削
り
、
同
様
式
６
の
（
記
載

上
の
注
意
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     

 

 

様
式
第
三
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
四
号
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
第
１
の
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      

   

㊞
 

（
記
載
上
の
注
意
）

 

１
 
取
扱
実
績
、
純
資
産
額
及
び
経
常
損
益
の
欄
は
、
直
近
年
度
の
数
量
及
び
金
額
を
記
載

す
る
こ
と
。

 

２
 
認
定
を
受
け
た
他
の
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
業
務
を
行
っ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、

取
扱
品
目
及
び
取
扱
実
績
の
欄
は
、
本
卸
売
市
場
分
の
品
目
、
数
量
及
び
金
額
を
記
載
す

る
こ
と
。

 

  

㊞
 

㊞
 

 
 
２

 
卸
売
業
務
の
状
況

 



            

 

  

   

 

 

様
式
第
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 

」
を
削
り
、
「 

 
 

」
を

「 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
３
⑴
の
（
注
意
事
項
）
２
中
「 

 
」

を
「 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
３
⑵
の
表
合
計
の
項
を
削
り
、
同
様
式
６
⑴
ア
の
（
記
載
上
の
注

意
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

 

 

様
式
第
五
号
７
の
（
記
載
上
の
注
意
）
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改

め
、
同
様
式
７
の
（
記
載
上
の
注
意
）
２
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
（
記
載
上
の
注
意
）

 

１
 
認
定
を
受
け
た
他
の
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
業
務
を
行
っ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、

本
卸
売
市
場
分
及
び
当
該
他
の
卸
売
市
場
を
含
め
た
全
て
の
認
定
を
受
け
た
卸
売
市
場

分
の
合
計
に
つ
い
て
作
成
す
る
こ
と
。

 

２
 
金
額
の
欄
は
、
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
に
相
当
す
る
額
を
含
む
金
額
を
記
載

 

す
る
こ
と
。

 

３
 
種
類
の
欄
に
は
、
取
扱
品
目
の
区
分
に
応
じ
、

 

⑴
 
野
菜
及
び
果
実
に
属
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
野
菜
及
び
果
実

 

⑵
 
生
鮮
水
産
物
に
属
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
生
鮮
水
産
物
（
冷
凍
水
産
物
を
除
く
。
）

及
び
冷
凍
水
産
物

 

⑶
 
肉
類
に
属
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
牛
肉
、
豚
肉
及
び
そ
の
他
（
肉
類
加
工
品
を

除
く
。
）

 

⑷
 
花
き
に
属
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
切
花
、
鉢
物
、
枝
物
、
植
木
及
び
そ
の
他

 

⑸
 
そ
の
他
の
生
鮮
食
料
品
等
に
属
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
農
産
加
工
品
、
水
産
加

工
品
、
肉
類
加
工
品
及
び
そ
の
他

 

に
、
そ
れ
ぞ
れ
区
分
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

 

４
 
花
き
の
数
量
の
単
位
は
、
切
花
に
あ
っ
て
は
ケ
ー
ス
（
１
０
０
本
を
１
ケ
ー
ス
に
換

 

算
す
る
。
）
、
鉢
物
に
あ
っ
て
は
鉢
（
１
個
１
鉢
と
す
る
。
）
、
枝
物
に
あ
っ
て
は
束

（
１
０
０
本
を
１
束
に
換
算
す
る
。
）
、
植
木
に
あ
っ
て
は
本
（
１
個
１
本
と
す
る
。
）

と
す
る
こ
と
。

 

（
記
載
上
の
注
意
）

 

１
 
取
扱
実
績
、
純
資
産
額
及
び
経
常
損
益
の
欄
は
、
直
近
年
度
の
数
量
及
び
金
額
を

記
載
す
る
こ
と
。

 

２
 
認
定
を
受
け
た
他
の
卸
売
市
場
に
お
い
て
卸
売
業
務
を
行
っ
て
い
る
者
に
あ
っ
て

は
、
取
扱
品
目
及
び
取
扱
実
績
の
欄
は
、
本
卸
売
市
場
分
の
品
目
、
数
量
及
び
金
額

を
記
載
す
る
こ
と
。

 

  

第
４
条

 
第
５
条

 
申
請
者

 

申
請

 

報
告

 

㊞
 

卸
売
市
場
の
名
称

 

住
 
所

 

変
更
後
の

 
当
該
変
更
に
よ
り

 
を

 

添
付
す
る

 
に
記
載
す
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
地
方
卸
売
市
場
認
定
申
請
書
（
様

 

式
第

1
号
）
に
変
更
が
生
じ
た
事
項
の
み
を
記
載
し
、
表
題
「
地
方
卸
売
市
場
認
定
申
請
書
」
に

 

別
記
様
式
第
４
号

 
様
式
第
５
号

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。 

 

様
式
第
四
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 

二
重
線
を
引
い
て
添
付
す
る

 



様式第５号（第４条関係） 

認定事項の軽微な変更に係る届出書 

年  月  日 

 （宛先） 

  埼玉県知事 

 

                   卸売市場の名称 

                   法人名称 

                                      代表者の役職及び氏名 

 

卸売市場法第１４条において読み替えて準用する同法第６条第２項の規定によ

り、地方卸売市場の認定事項の軽微な変更について、次のとおり届出します。 

 

１ 変更の内容 

 

２ 変更の理由 

 

３ 変更内容の施行年月日 

 

（記載上の注意） 

１ 変更の内容については、変更前と変更後を対比して記載するとともに、当

該変更により地方卸売市場認定申請書（様式第１号）に記載する事項に変更

が生じた場合は、地方卸売市場認定申請書（様式第１号）に変更が生じた事

項のみを記載し、表題「地方卸売市場認定申請書」に二重線を引いて添付す

ること。 

２ 地方卸売市場認定申請書（様式第１号）の２⑵、３⑵及び４から７までの

事項の変更のうち、卸売市場法施行規則第２６条に定める軽微な変更に該当

するものについては、同規則第２７条第２項に基づき、変更の都度届け出る

必要はなく、毎年度提出する運営状況報告書（様式第６号）にその変更の内

容を記載すれば足りる。 

３ 卸売市場法施行規則第１７条第３項に掲げる添付書類のうち、当該変更に

伴いその内容が変更されるものを添付すること。 

４ 業務規程の変更を伴う場合には、変更後の業務規程のほか、当該変更に関

する意思の決定を証する書面を添付すること。



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
改
正
後
の
様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
六
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
又
は
運
営
状
況
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 


